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1

秋田県立男鹿水族館管理運営費に係る債務負担行為の設定について

観光戦略課

１ 目 的

今年度末で指定管理期間が終了する秋田県立男鹿水族館について、平成３１年度から

平成３５年度までの指定管理者の選定を行うため、管理運営費について債務負担行為額

の限度額を設定する。

２ 概 要

（１）債務負担行為を設定する施設及び期間

・施 設 名 称：秋田県立男鹿水族館

・指定管理期間：平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで（５年間）

（２）指定管理者に行わせる業務

・施設及び設備の維持管理に関する業務

・魚、海獣等の飼育に関する業務

・水族館の利用の促進に関する業務

・上記に掲げるもののほか、水族館の管理に関し知事が必要と認める業務

（３）指定管理者の選定方法

指定管理者を公募し、観光文化スポーツ部指定管理者(候補者）選定委員会で候補

者を選定したうえで、議会の議決を経て指定管理者を指定する。

（４）指定管理者の指定に係るスケジュール（予定）

平成３０年 ６月 ６月議会で債務負担行為の設定

平成３０年 ７月 指定管理者（候補者）の公募

平成３０年１０月 指定管理者（候補者）選定委員会の開催

平成３０年１２月 １２月議会で指定管理者の指定

平成３１年 ２月 ２月議会で予算案（平成３１年度管理運営費）を提出、審査

～３月 指定管理者と協定締結

平成３１年 ４月～ 指定管理の実施

３ 債務負担行為限度額 ４３３，２００千円

（委託料）

※単年度 ８６，６４０千円



2

秋の大型観光キャンペーン「ＳＬ列車」運行事業について

観光振興課

１ 目 的

ＪＲ東日本の「重点販売地域指定」（９月～１１月）と連動した秋の大型観光キャンペーン

期間中の集客イベントとして、県とＪＲ東日本が連携して「ＳＬ列車」を運行し、期間中の

更なる盛り上げとなお一層の誘客を図る。

２ 概 要

秋田駅及び湯沢駅において、運行記念セレモニーを開催するとともに、沿線で地域住

民が手旗を振るなど、歓迎ムードを盛り上げるほか、多くの鉄道ファンが集まる踏切等

を警備し、ＳＬ列車の安全な運行を確保する。

○ 運行日程等

・運 行 日：平成３０年１０月１３日(土)、１４日(日)

・運行区間：秋田駅 ⇔ 湯沢駅（１日１往復）

・乗車定員：４７２人（客車６両）

３ 予算額 １０，０００千円

（委託料）



3

中国大連誘客促進事業について

観光振興課

１ 目 的

本年５月に実施した中国大連市におけるトップセールスの成果を踏まえ、今後の相互

交流を促進するため、早期に大連市政府職員や現地旅行エージェント等を招へいし、中

国での更なる認知度向上と誘客促進を図る。

２ 概 要

大連市政府職員と今後の交流について意見交換を行うともに、旅行エージェント及び

メディアに対し本県ならではの観光コンテンツに触れ、その良さを体感できる場を設け

るほか、大連市の小学生と県内小学生の交流を行う。

（１）大連市政府職員の招へい

・実 施 時 期：平成３０年８月上旬

・招へい人数：６名

・実 施 内 容：観光、産業・貿易、教育等に関する意見交換

（２）旅行エージェント及びメディアの招へい

・実 施 時 期：平成３０年８月上旬

・招へい人数：８名

・実 施 内 容：県内主要観光地や夏祭り、伝統行事等の視察・取材

（３）大連市小学生訪問団の受入れ

・実 施 時 期：平成３０年９月頃

・招へい人数：２０名程度

・実 施 内 容：県内小学生との交流、農家体験等

３ 予算額 ６，９７９千円

（委託料）



4

総合食品研究センターの試薬等購入について

秋田うまいもの販売課

１ 目 的

平成３０年２月に総合食品研究センターの電気設備点検を実施した際、受託業者の不

注意により冷凍保存していた研究細胞が死滅したほか、試薬が変性し使用できなくなっ

たことから、研究に必要な細胞や試薬等を購入する。

２ 概 要

スマイルケア食等の研究に必要な細胞や試薬等（６９品目、１６６個）を購入する。

・じゅんさいによる脂質代謝改善効果の検証に必要な細胞や試薬等

・ネギによる誤嚥予防効果の検証に必要な細胞や試薬等
ご えん

３ 予算額 ４，８０６千円

（一般需用費）

【参考】経緯

○ 平成３０年２月１０日(土)に総合食品研究センターの電気設備年次点検（停電作業）を

実施した際、業務を委託している(株)エレックス極東（電気工作物委託業者）の不注意に

より、点検終了後に生物機能実験室に通電されず、室内の冷凍庫等に保管されていた研究

細胞や試薬が使用できなくなった。

○ (株)エレックス極東から、県が算定した損害額を全額支払う考えである旨、平成３０年

５月１４日(月)に書面で連絡があり、今後、必要な手続きを進めることとしている。

<損害額>

・細胞、試薬等 ４，８０６千円

・人 件 費 １１６千円（死滅するまでの細胞等の培養に要した職員の人件費や損

害額の算定に要した職員の時間外勤務手当）

合 計 ４，９２２千円
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秋田県立武道館管理運営費に係る債務負担行為の設定について

スポーツ振興課

１ 目 的

今年度末で指定管理期間が終了する秋田県立武道館について、平成３１年度から平成

３５年度までの指定管理者の選定を行うため、管理運営費について債務負担行為額の限

度額を設定する。

２ 概 要

（１）債務負担行為を設定する施設及び期間

・施 設 名 称：秋田県立武道館

・指定管理期間：平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで（５年間）

（２）指定管理者に行わせる業務

・使用の許可、許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務

・施設及び設備の維持管理に関する業務

・本施設の利用を通じたスポーツの普及振興に関する業務

・上記に掲げるもののほか、本施設の管理に関し知事が必要と認める業務

（３）指定管理者の選定方法

指定管理者を公募し、観光文化スポーツ部指定管理者(候補者）選定委員会で候補

者を選定したうえで、議会の議決を経て指定管理者を指定する。

（４）指定管理者の指定に係るスケジュール（予定）

平成３０年 ６月 ６月議会で債務負担行為の設定

平成３０年 ７月 指定管理者（候補者）の公募

平成３０年１０月 指定管理者（候補者）選定委員会の開催

平成３０年１２月 １２月議会で指定管理者の指定

平成３１年 ２月 ２月議会で予算案（平成３１年度管理運営費）を提出、審査

～３月 指定管理者と協定締結

平成３１年 ４月～ 指定管理の実施

３ 債務負担行為限度額 ３６９，９６５千円

（委託料）

※単年度 ７３，９９３千円




